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国　税／�9月分源泉所得税の納付� 10月12日

国　税／�特別農業所得者への予定納税基準額等の通知

� 10月15日

国　税／�8月決算法人の確定申告

� （法人税・消費税等）�11月2日

国　税／�2月決算法人の中間申告� 11月2日

国　税／�11月、2月、5月決算法人の消費税等の中間申告

� （年3回の場合）�11月2日

地方税／�個人の道府県民税及び市町村民税の第３期分

の納付� 市町村の条例で定める日

労　務／�労働者死傷病報告（7月〜9月分）� 11月2日

労　務／�労災の年金受給者の定期報告

� （7月〜12月生まれ）�11月2日

労　務／�労働保険料第2期分の納付� 11月2日

� （労働保険事務組合委託の場合は11月16日）

　市中金利の実勢を踏まえ、利子税、還付加
算金及び納税の猶予等の適用を受けた場合の
延滞税の特例基準割合について、令和3年1月1
日以後の期間に対応するものから「国内銀行
の貸出約定平均金利（新規・短期）」の年平均
に上乗せされている年1％の割合が年0.5％の
割合に引き下げられます。

ワンポイント 利子税・還付加算金等の割合の引下げ

10 月 の 税 務 と 労 務10月（神無月）OCTOBER

日 月 火 水 木 金 土
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10 月号─2

　
令
和
二
年
六
月
か
ら
施
行
さ
れ
た

パ
ワ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
防
止
対
策
の

法
制
化
（
労
働
施
策
総
合
推
進
法
の

改
正
）
に
伴
い
、職
場
に
お
け
る
「
パ

ワ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
」
の
定
義
が
法

律
上
規
定
さ
れ
た
こ
と
な
ど
を
踏
ま

え
、「
心
理
的
負
荷
に
よ
る
精
神
障

害
の
労
災
認
定
基
準
」（
以
下
「
認

定
基
準
」
と
い
い
ま
す
。）
が
改
正

さ
れ
ま
し
た
。

　
法
制
化
さ
れ
た
パ
ワ
ー
ハ
ラ
ス
メ

ン
ト
防
止
対
策
の
概
要
、
認
定
基
準

の
変
更
点
に
つ
い
て
説
明
し
ま
す
。

一　

動
向  

　
業
務
に
よ
る
心
理
的
負
荷
を
原
因

と
す
る
精
神
障
害
は
、
平
成
二
十
三

年
十
二
月
に
策
定
し
た
認
定
基
準
に

基
づ
き
労
災
認
定
が
行
わ
れ
、
労
災

請
求
件
数
は
、
平
成
三
十
年
度
に
は

一
、八
二
〇
件
に
の
ぼ
り
、
六
年
連

続
で
過
去
最
多
を
更
新
し
、
今
後
も

増
加
が
見
込
ま
れ
る
状
況
に
あ
り
ま

し
た
。
ま
た
、
認
定
基
準
の
策
定
以

降
、
働
き
方
の
多
様
化
が
進
み
、
労

働
者
を
取
り
巻
く
職
場
環
境
が
変
化

す
る
な
ど
社
会
情
勢
の
変
化
も
生
じ

て
い
ま
し
た
。

二　

精
神
障
害
の
労
災
認
定  

　
発
病
し
た
精
神
障
害
が
労
災
認
定

さ
れ
る
の
は
、
そ
の
発
病
が
仕
事
に

よ
る
強
い
ス
ト
レ
ス
に
よ
る
も
の
と

判
断
で
き
る
場
合
に
限
ら
れ
ま
す
。

　
仕
事
に
よ
る
ス
ト
レ
ス
（
業
務
に

よ
る
心
理
的
負
荷
）
が
強
い
場
合
で

も
、
同
時
に
私
生
活
で
の
ス
ト
レ

ス
、
既
往
症
や
ア
ル
コ
ー
ル
依
存
な

ど
が
関
係
し
て
い
る
場
合
に
は
ど
れ

が
発
病
の
原
因
な
の
か
判
断
し
、
認

定
を
行
っ
て
い
き
ま
す
。

　
労
災
認
定
の
た
め
の
要
件
は
、
次

の
通
り
で
す
。

①
　
労
災
認
定
基
準
の
対
象
と
な
る

精
神
障
害
を
発
病
し
て
い
る
こ
と

②
　
認
定
基
準
の
対
象
と
な
る
精
神

障
害
の
発
病
前
お
お
む
ね
六
か
月

間
に
、
業
務
に
よ
る
強
い
心
理
的

負
荷
が
認
め
ら
れ
る
こ
と

③
　
業
務
以
外
の
心
理
的
負
荷
や
個

体
側
要
因
に
よ
り
発
病
し
た
と
は

認
め
ら
れ
な
い
こ
と

三　

パ
ワ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト  

防
止
対
策
の
法
制
化

　
労
働
施
策
総
合
推
進
法
で
は
、
職

場
に
お
け
る
パ
ワ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト

に
つ
い
て
事
業
主
に
防
止
措
置
を
講

じ
る
こ
と
を
義
務
付
け
、
事
業
主
に

相
談
し
た
こ
と
等
を
理
由
と
す
る
不

利
益
取
扱
い
を
禁
止
し
て
い
ま
す
。

㈠
　
パ
ワ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
定
義

　
同
法
及
び
同
法
に
基
づ
く
指
針
に

よ
る
職
場
に
お
け
る
パ
ワ
ー
ハ
ラ
ス

メ
ン
ト
と
は
、
職
場
に
お
い
て
行
わ

れ
る
次
の
三
つ
の
要
素
を
す
べ
て
満

た
す
言
動
と
定
義
さ
れ
て
い
ま
す
。

①
　
優
越
的
な
関
係
を
背
景
と
し
た

言
動
で
あ
っ
て

②
　
業
務
上
必
要
か
つ
相
当
な
範
囲

を
超
え
た
も
の
に
よ
り

③
　
就
業
環
境
が
害
さ
れ
る
も
の

㈡
　
パ
ワ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
の
類
型

　
職
場
に
お
け
る
パ
ワ
ー
ハ
ラ
ス
メ

ン
ト
の
状
況
は
多
様
で
す
が
、
代
表

的
な
言
動
の
類
型
と
し
て
は
次
の
六

つ
に
分
類
さ
れ
て
い
ま
す
。

①
　
身
体
的
な
攻
撃
（
暴
行
・
傷
害
）

②
　
精
神
的
な
攻
撃
（
脅
迫
・
名
誉

棄
損
・
侮
辱
・
ひ
ど
い
暴
言
）

③
　
人
間
関
係
か
ら
の
切
り
離
し

（
隔
離
・
仲
間
外
し
・
無
視
）

④
　
過
大
な
要
求
（
業
務
上
明
ら
か

に
不
要
な
こ
と
や
遂
行
不
可
能
な

こ
と
の
強
制
・
仕
事
の
妨
害
）

⑤
　
過
小
な
要
求
（
業
務
上
の
合
理

性
な
く
能
力
や
経
験
と
か
け
離
れ

た
程
度
の
低
い
仕
事
を
命
じ
る
こ

と
や
仕
事
を
与
え
な
い
こ
と
）

⑥
　
個
の
侵
害
（
私
的
な
こ
と
に
過

度
に
立
ち
入
る
こ
と
）

四　

認
定
基
準
の
改
正  

　
認
定
基
準
の
改
正
で
は
「
業
務
に

よ
る
心
理
的
負
荷
評
価
表
」
に
パ
ワ

ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
が
、
明
示
さ
れ
ま

し
た
。

㈠
　
改
正
前

　
上
司
や
同
僚
等
か
ら
、
嫌
が
ら

せ
・
い
じ
め
や
暴
行
を
受
け
た
場

合
、「（
ひ
ど
い
）
嫌
が
ら
せ
、
い
じ

め
、
ま
た
は
暴
行
を
受
け
た
」
と
い

う
具
体
的
出
来
事
で
業
務
に
よ
る
心

理
的
負
荷
を
評
価
し
て
い
ま
し
た
。

㈡
　
改
正
後

　
職
場
で
の
人
間
関
係
の
優
位
性
等

に
注
目
し
た
上
で
、
適
切
に
評
価
し

得
る
「
具
体
的
出
来
事
」
に
当
て
は

め
、
心
理
的
負
荷
を
「
強
か
ら
弱
」

で
判
断
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　
パ
ワ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
　

　
　
労
災
認
定
基
準
の
改
正



3─10月号

①
　
職
場
に
お
け
る
人
間
関
係
の
優

位
性
「
あ
り
」
の
と
き

　「
業
務
に
よ
る
心
理
的
負
荷
評
価

表
」
の
う
ち
、「
上
司
等
（
※
）
か

ら
身
体
的
攻
撃
、
精
神
的
攻
撃
等
の

パ
ワ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
を
受
け
た
」

と
い
う
具
体
的
出
来
事
に
当
て
は
め

た
上
で
心
理
的
負
荷
の
強
度
を
判
断

し
ま
す
。

※
　「
上
司
等
」
と
は
…
職
務
上
の

地
位
が
上
の
者
の
ほ
か
、
同
僚
又

は
部
下
で
あ
っ
て
も
、
業
務
上
必

要
な
知
識
や
豊
富
な
経
験
を
有
し

て
お
り
、
そ
の
者
の
協
力
が
得
ら

れ
な
け
れ
ば
業
務
の
円
滑
な
遂
行

を
行
う
こ
と
が
困
難
な
場
合
や
、

同
僚
又
は
部
下
か
ら
の
集
団
に
よ

る
行
為
で
こ
れ
に
抵
抗
ま
た
は
拒

絶
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
場
合

を
含
み
ま
す
。

　
心
理
的
負
荷
の
相
互
評
価
の
視
点

と
し
て
、
次
の
も
の
が
あ
り
ま
す
。

・
指
導
、
叱
責
等
の
言
動
に
至
る
経

緯
や
状
況

・
身
体
的
攻
撃
、
精
神
的
攻
撃
等
の

内
容
、
程
度
等

・
反
復
、
継
続
な
ど
執
拗
性
の
状
況

・
就
業
環
境
を
害
す
る
程
度

・
会
社
の
対
応
の
有
無
及
び
内
容
、

改
善
の
状
況

　
次
に
、
心
理
的
負
荷
の
強
度
を
判

断
す
る
具
体
例
を
見
て
い
き
ま
す
。

【「
強
」
に
該
当
す
る
例
】

イ
　
上
司
等
か
ら
治
療
を
要
す
る
程

度
の
暴
行
等
の
身
体
的
攻
撃
を
受

け
た
場
合

ロ
　
上
司
等
か
ら
暴
行
等
の
身
体
的

攻
撃
を
執
拗
に
受
け
た
場
合

ハ
　
上
司
等
か
ら
次
の
よ
う
な
精
神

的
攻
撃
が
執
拗
に
行
わ
れ
た
場
合

・
人
格
や
人
間
性
を
否
定
す
る
よ

う
な
、
業
務
上
明
ら
か
に
必
要

性
が
な
い
又
は
業
務
の
目
的
を

大
き
く
逸
脱
し
た
精
神
的
攻
撃

・
必
要
以
上
に
長
時
間
に
わ
た
る

厳
し
い
叱
責
、
他
の
労
働
者
の

面
前
に
お
け
る
大
声
で
の
威
圧

的
な
叱
責
な
ど
、
態
様
や
手
段

が
社
会
通
念
に
照
ら
し
て
許
容

さ
れ
る
範
囲
を
超
え
る
精
神
的

攻
撃

・
心
理
的
負
荷
と
し
て
は
「
中
」

程
度
の
身
体
的
攻
撃
、
精
神
的

攻
撃
等
を
受
け
た
場
合
で
あ
っ

て
、
会
社
に
相
談
し
て
も
適
切

な
対
応
が
な
く
、
改
善
さ
れ
な

か
っ
た
場
合

【「
中
」
に
該
当
す
る
例
】

　
上
司
等
に
よ
る
次
の
よ
う
な
身
体

的
攻
撃
、
精
神
的
攻
撃
が
行
わ
れ
、

行
為
が
反
復
継
続
し
て
い
な
い
場
合

・
治
療
を
要
さ
な
い
程
度
の
暴
行
に

よ
る
身
体
的
攻
撃

・
人
格
や
人
間
性
を
否
定
す
る
よ
う

な
、
業
務
上
明
ら
か
に
必
要
性
が

な
い
又
は
業
務
の
目
的
を
逸
脱
し

た
精
神
的
攻
撃

・
必
要
以
上
に
長
時
間
に
わ
た
る
叱

責
、
他
の
労
働
者
の
面
前
に
お
け

る
威
圧
的
な
叱
責
な
ど
、
態
様
や

手
段
が
社
会
通
念
に
照
ら
し
て
許

容
範
囲
を
超
え
る
精
神
的
攻
撃

【「
弱
」
に
該
当
す
る
例
】

　
上
司
等
に
よ
る
「
中
」
に
至
ら
な

い
程
度
の
身
体
的
攻
撃
、
精
神
的
攻

撃
等
が
行
わ
れ
た
場
合

②
　
職
場
に
お
け
る
人
間
関
係
の
優

位
性
「
な
し
」
の
と
き

　「
業
務
に
よ
る
心
理
的
負
荷
評
価

表
」
の
う
ち
、「
同
僚
等
か
ら
、
暴

行
又
は
（
ひ
ど
い
）
い
じ
め
・
嫌
が

ら
せ
を
受
け
た
」
と
い
う
具
体
的
出

来
事
で
心
理
的
負
荷
の
強
度
を
判
断

し
ま
す
。

　
心
理
的
負
荷
の
相
互
評
価
の
視
点

と
し
て
、
次
の
も
の
が
あ
り
ま
す
。

・
暴
行
又
は
い
じ
め
、
嫌
が
ら
せ
内

容
、
程
度
等

・
反
復
、
継
続
な
ど
執
拗
性
の
状
況

・
会
社
の
対
応
の
有
無
及
び
内
容
、

改
善
の
状
況

　
心
理
的
負
荷
の
強
度
を
判
断
す
る

具
体
例
を
見
て
い
き
ま
す
。

【「
強
」
に
該
当
す
る
例
】

イ
　
同
僚
等
か
ら
、
治
療
を
要
す
る

程
度
の
暴
行
等
を
受
け
た
場
合

ロ
　
同
僚
等
か
ら
、
暴
行
等
を
執
拗

に
受
け
た
場
合

ハ
　
同
僚
等
か
ら
、
人
格
や
人
間
性

を
否
定
す
る
よ
う
な
言
動
を
執
拗

に
受
け
た
場
合

ニ
　
心
理
的
負
荷
と
し
て
は
「
中
」

程
度
の
暴
行
又
は
い
じ
め
や
嫌
が

ら
せ
を
受
け
た
場
合
で
、
会
社
に

相
談
し
て
も
適
切
な
対
応
が
な

く
、
改
善
さ
れ
な
か
っ
た
場
合

【「
中
」
に
該
当
す
る
例
】

イ
　
同
僚
等
か
ら
、
治
療
を
要
さ
な

い
程
度
の
暴
行
を
受
け
、
行
為
が

反
復
・
継
続
し
て
い
な
い
場
合

ロ
　
同
僚
等
か
ら
、
人
格
や
人
間
性

を
否
定
す
る
よ
う
な
言
動
を
受

け
、
行
為
が
反
復
・
継
続
し
て
い

な
い
場
合

【「
弱
」
に
該
当
す
る
例
】

　
同
僚
等
か
ら
、「
中
」
に
至
ら
な

い
程
度
の
言
動
を
受
け
た
場
合

　
な
お
、精
神
障
害
の
労
災
認
定
は
、

都
道
府
県
労
働
局
又
は
労
働
基
準
監

督
署
が
問
い
合
わ
せ
窓
口
で
す
。



10 月号─4

　複数就業者の労災補償が見直されました。
１　賃金額の合算
　複数の会社等に雇用されている労働者
が、令和2年9月1日以降に病気や負傷し、
または死亡したときの労災保険の給付額決
定方法が改正されました。
〈改正前〉災害が発生した勤務先の賃金額
のみを基礎に給付額等を決定

〈改正後〉すべての勤務先の賃金額を合算
した額を基礎に給付額等を決定

　次に、給付額計算の例を掲げます。
　業務上の負傷により働けず、賃金を受け
ていない労働者に対しては、第4日目から
休業補償給付（給付基礎日額の60％×休業
日数）が支給されます。この給付額を決定
するときに用いる「給付基礎日額」は、被
災以前3か月の賃金額により求めた１日あ
たりの平均賃金に相当する額です。
　改正後は、被災時点で雇用されていた複

数の事業場の賃金額を合算して給付基礎日
額が算出されることとなりました。
　なお、原則は傷病等発生時に2つ以上の
会社等に雇用されている者が対象ですが、
退職等で複数事業場に雇用されていない者
であっても、傷病の原因・要因が複数就業
時に存在していたものであれば、改正され
た制度の対象となることがあります。
２　負荷を総合的に評価
　労災認定の際の負荷（労働時間やストレ
ス等）の評価方法も変更されています。
〈改正前〉それぞれの勤務先ごとに負荷（労
働時間やストレス等）を個別に評価して
労災認定できるかどうかを判断

〈改正後〉それぞれの勤務先ごとに負荷（労
働時間やストレス等）を個別に評価して
労災認定できない場合は、すべての勤務
先の負荷（労働時間やストレス等）を総
合的に評価して労災認定できるかどうか
を判断
※　対象疾病は、脳・心臓疾患や精神障害
などです。

複数就業者の労災補償

　令和2年9月より、厚生年金保険の標準
報酬月額の上限が改定されました。
　標準報酬月額は、毎月の保険料や保険給
付の額を計算するときに用いるもので、被
保険者が事業主から受ける報酬額を一定の
等級に区分したものにあてはめて決定しま
す。従来の標準報酬月額は、第1級「8万8
千円」から第31級「62万円」の範囲で定め
られていましたが、令和2年9月より上限
等級が1つ追加され、第32級「65万円」と
なります。
　この改定に際して事業主からの届出は不
要とされ、該当する被保険者がいる事業主
には令和2年9月下旬以降に日本年金機構
より「標準報酬改定通知書」が送られます。
　なお、健康保険の標準報酬月額は変更が
ありません。厚生年金保険とは等級の範囲
が異なり、第1級「5万8千円」から第50
級「139万円」の範囲で定められています。

標準報酬月額の上限改定 
（厚生年金保険）　
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